
令和５年度　農林水産物直販所
「安心係」養成講習会

直販所における衛生管理について

須崎福祉保健所　衛生環境課（7月13日）

幡多福祉保健所　衛生環境課（7月18日）

高知市保健所　生活食品課（7月20日）　
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本日の内容
１　食品衛生法の改正について

２　漬物の衛生管理について

　
　①営業届出制度の創設・ 営業許可の見直し
　　（令和３年６月１日から）
　※１　食品衛生責任者について
　※２　農業における食品の採取業の範囲について
　②HACCPに沿った衛生管理の制度化
　　（令和２年６月１日から）
　

主な内容
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１　食品衛生法の改正について

平成30年６月13日に、食品衛生法等の
一部を改正する法律が公布されました。
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食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年６月13日公布）の概要

No. 内容 概要 施行期日

1 広域的な食中毒事案へ
の対策強化

国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携
や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議
会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとする。

2019年４月

2 HACCP（ハサップ）に沿っ
た衛生管理の制度化

原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管

理の実施を求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り
扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。（施行後、1年の経過措置期間あり）

2020年６月までに
（2021年まで現行
基準適用）

3 特別の注意を必要とする
成分等を含む食品による
健康被害情報の収集

健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む
食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出を求める。

2020年６月までに

4 国際整合的な食品用器
具・容器包装の衛生規制
の整備

食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティ
ブリスト制度導入等を行う。

2020年６月までに

5 営業許可制度の見直し、
営業届出制度の創設

実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種（政令で定める34業
種）以外の事業者の届出制の創設を行う。

2021年６月までに

6 食品リコール情報の報告
制度の創設

営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。 2021年６月までに

7 その他 乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係
事務に係る規定の創設等。

2020年６月までに
（2021年まで現行
基準適用） 4



• 令和２年６月１日より、HACCPに沿った衛生管
理が必要になりました。

• 令和３年６月１日より、営業届出制度が創設及び
食品営業許可業種の見直しが行われました。

☆既にスタートしています☆
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①営業届出制度の創設・営業許可の見直し

　　（令和３年６月１日から）
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令和３年６月１日から、営業許可及び届出対象外の製造、加工、販売等を行うすべ
ての業種が届出の対象となりました。

要許可業種（34業種） 要許可業種以外

高　　　　　　公衆衛生への影響　　　　　　　　低

要許可業種（3２業種） 届出対象外要届出業種

【届出対象外の業種】
①食品又は添加物の輸入業
②貯蔵・運搬業
③常温包装食品の販売業
④器具・容器包装製造業
　（合成樹脂以外）
⑤容器包装の輸入又は販売業

令和３年６月１日～
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①飲食店営業
②調理の機能を有する
自動販売機により食品を
調理し、これを販売する
営業
③食肉販売業　
④魚介類販売業　
⑤魚介類競り売り営業　
⑥集乳業　
⑦乳処理業　
⑧特別牛乳搾取処理業　
⑨食肉処理業
⑩食品の放射線照射業　

⑪菓子製造業
⑫アイスクリーム類製造業
⑬乳製品製造業　
⑭清涼飲料水製造業
⑮食肉製品製造業
⑯水産製品製造業
⑰氷雪製造業
⑱液卵製造業
⑲食用油脂製造業

⑳みそ又はしょうゆ製造業

　

㉑酒類製造業
㉒豆腐製造業
㉓納豆製造業
㉔麺類製造業
㉕そうざい製造業
㉖複合型そうざい製造業
㉗冷凍食品製造業※
㉘複合型冷凍食品製造業
㉙漬物製造業
㉚密封包装食品製造業※
㉛食品の小分け業
㉜添加物製造業

改正後の許可業種（32業種）  新設される業種（下線）・再編される業種（※印）

・干物や漬物の製造も、営業許可が必要になります。
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<営業専用であることが前提です！>
自宅の台所での調理はできません。

◆屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施

　するために必要な構造又は設備を有すること

♦営業専用であること
◆手洗い設備（手洗い後の手指の再汚染防止）

◆洗浄設備

◆トイレの手洗い設備

●（井戸水等を使用する場合は）

　年１回以上の水質検査結果成績書（飲用適：11項目）

営業許可の施設基準（共通する基準）抜粋
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【漬物製造業】
◆原材料の保管・前処理、製品の製造・包装・保管する

　室又は場所（場所の場合は作業区分に応じた区画）

♦必要に応じて洗浄、漬け込み、殺菌等をする設備

♦浅漬けを製造する場合にあっては、製品を10℃以下で

　保管できる冷蔵設備

浅漬け：漬床に短時日漬け込んだもので、低温管理を必要とするもの

営業許可の施設基準（営業ごとの基準）抜粋



許可から届出になる業種
• 乳類販売業

• 食肉販売業（容器包装に入ったもののみ販売する場合）

• 魚介類販売業（容器包装に入ったもののみ販売する場合）

• 食品の冷凍又は冷蔵業の一部（冷凍・冷蔵保管をするのみ）

• 氷雪販売業

• ソース類販売業の一部
　　（密封包装食品製造業に該当せず、冷蔵・冷凍保管のもの）

許可から届出に変わる業種については、原則として手続き不要です。
（廃止や変更がある場合は、管轄の保健所にその都度ご相談ください。）
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※１　食品衛生責任者について
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食品衛生責任者とは？
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事前予約制です。受講を
希望される方は事前に担
当地区協会に電話予約を
お願いします。
詳細については、高知県
食品衛生協会のホーム
ページでご確認ください。

　食品の営業許可や届出をされる施設に食品衛生責任者を１人
設置して頂く必要があります。
　食品衛生責任者になれる資格には、医師、歯科医師、薬剤師、
獣医師、調理師、製菓衛生師、栄養士等のほか、都道府県知事
等が行う講習会又は都道府県等が適正と認める講習会を受講し
た者を当てることが可能です。



※２　農業における食品の採取業の範囲について
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• 令和３年４月22日付け薬生食監発0422第12号では、

　

※その時点に発出されている通知に従い、食品の採取業の範囲は決めら　
　 れている。
　 新しい通知が発出されると、該当範囲が変わることもあるので、注意！！

「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」
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※採取業の範囲内では、営業許可・届出の対象にはなりませんが、
衛生管理は引き続き行う必要があります。
　営業許可・届出の対象にはならなくても、万が一、食中毒が起
きてしまった場合には責任を問われることになります。
　
　
　食品衛生に関する知識・技術を身につけましょう。
　最新の情報を収集しましょう（食品衛生、食品表示、採取業な
どの通知）。
　作っている商品によっては、食中毒保険をかけることにより、
お客様と自分自身の身を守ることができます。
　

「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」
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HACCP

一般的衛生管理

←食品をつくる工程の管理
　（特に、重要管理）

←食品の製造・加工の環境の管理
（従業員の健康状態や食品の保管
　状態なども含む。）

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理と
一般的衛生管理が求められています。

17

食品の衛生管理で求められること



②HACCPに沿った衛生管理の制度化

　　　（令和２年６月１日から）
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HACCPとは？

　1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するた
めに開発された食品の衛生管理の方式。

「危害分析重要管理点」と訳されている。

19

危害を分析し、重要な管理すべき工程を見つけ出すということか
ら、それぞれの英語の頭文字を取って、HACCPと呼ばれる。



HACCPとは？
• 原材料の受け入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物

の汚染や異物の混入などの危害を予想したうえで、危害の防
止につながる特に重要な工程を監視し、記録することにより、
食品の安全性を確保する衛生管理の手法です。

　【例】委託品の場合

受け入れ 陳列 販売
取り下げ

（引き取り）

高温
日光

汚染 引き取り忘れ・ゴミ
漏れ・破れ・汚れ・異
物・傷み・表示不備
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HACCPを行うメリット

• 従業員の衛生管理に関する意識が向上する。

• 自社の衛生管理について、根拠を持って説明できる。

• 製品の不具合発生時に迅速に対応できる。

• クレームや事故の発生の減少が期待できる。

• 食品廃棄の減少が期待できる。

• クレームや事故発生時の原因究明が行いやすい。
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どのような衛生管理が求められるのか。

HACCPに基

づく衛生管理

HACCPの考え方
を取り入れた衛

生管理

一般的衛生管理のみ

食品を取り扱う従業員が
50人以上の事業者

食品を取り扱う従業員が50
人未満の小規模事業者

包装済常温保存食品の
販売者　など

HACCP
（一般的な衛生管理を含む）

手引書によるHACCP
（一般的な衛生管理を含む）

一般的な衛生管理のみで、
衛生管理計画の策定は不要
（手引書によるHACCPは
必要に応じて行う。）

対象事業者 取り組むべき衛生管理



小規模事業者（食品を取扱う従業員が50人
未満の事業者）等は、各業界団体が作成し
た手引書を参考に衛生管理を行うことがで
きます。
まず、ご自分のお店が何の食品営業許可を
持っているのか、何を作っているのかを思
い返し、参考となる手引書を探し、内容を
見てみることから、始めましょう。

HACCPがよく分からないです。
まずは、どんなことをすれば良いのでしょ
うか？
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ポイント１



手引書の入手の仕方

　【厚生労働省のホームページ】
　　HACCP導入のための手引書（例：漬物編など）

　　HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
　　（例：小規模な一般飲食店、漬物製造、菓子製造業、干し芋製造業など）

　　※これらをダウンロードすることで使用できます。

　【管轄の保健所】
　　手引書の冊子（限られた業種）があるので、事前に連絡
　してから、保健所に取りに行く。
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農産物直販所におけるHACCPの考え方を取り入れ
た衛生管理のための手引き書

農業者が農産物・加工品を搬入する店舗運営者向
け（令和２年２月　全国農業協同組合中央会）

小規模事業者（食品を取扱う従業員
が50人未満の事業者）等は、業界団
体が作成した手引き書を参考に、簡
略化されたアプローチによる衛生管
理を行う。
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【手引書一部抜粋】加工品（委託品）  （手引書 P5）
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農産物（委託品）受入時に注意するべきこと （手引書 P８∼）

• 営業許可証等の提出・確認

• 品物の確認

　腐れ・傷み・異物の混入・包装の破れ等

• ラベル表記の確認

　特に重要なもの：アレルゲン、消費・賞味期限
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陳列・販売時に注意するべきこと （手引書 P11∼）

• 保管状態
　　温度：常温？要冷蔵？要冷凍？
　「10℃以下で保存」「直射日光を避け常温で保存」
　　　　　→食品表示を確認。冷蔵庫の温度管理も必要。

　　施設：ごみ・ほこり、他の食品からの汚れ
　　　　　→陳列台の清掃・配置場所の注意

　　取扱者：健康管理（下痢・発熱・その他の健康状態）
　　　　　　衛生管理（爪、髪の毛、手洗い）
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その他気をつけること （手引書 P22∼）

• トイレの清掃

• 衛生害虫（虫・ねずみ等）の対策

• カビ対策

• 使用水の管理

• 廃棄物の管理

• 従業員の教育

• 情報の提供（クレーム時等の対策）
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お店で一緒に働いている人達と話し合い、
衛生管理計画を作成します。

手引き書の記載例を参考に様式欄に話し
合った内容を記載することで、そのお店の
衛生管理計画が作成できます。

HACCPがよく分からないです。
次はどんなことをすれば良いのでしょうか？
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ポイント２



HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の流れ （手引書 P14∼)

• １　衛生管理計画の作成

• ２　担当者・責任者の選任

• ３　店内設備の確認

• ４　計画の実行

• ５　研修の実施、朝礼・ミーティングでの徹底

• ６　実施記録表による点検

• ７　記録の振り返りと実効性の検証

衛生管理計画を作成し、文書化することでやるべきことが
整理され、明確になる。 31



１ 衛生管理計画の作成（記入例） （手引書 P16∼）

32
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計画策定のポイント

• 「なぜ必要なのか」を理解し、日頃から行っているこ
とを照らし合わせながら「いつ」・「どのように」行
い、「問題があったときはどうするか」の対応を書き
入れます。

• 計画を作成したら、計画の内容を職員に周知します。

　　　　　　

      34



作成した衛生管理計画を実施し、実施した
内容を記録し、１年間程度保管します。
そして、定期的に振り返りを行います。

手引き書にある記録用紙（様式）をコピー
し、使用します。これが１ヶ月分です

HACCPがよく分からないです。
衛生管理計画を作ったら、次はどんなことを
すれば良いのでしょうか？
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ポイント３



６ 実施記録表による点検 （手引書 P18∼)

特記事項

問題があった場合は、正直に記録
し、速やかに対処しましょう。

記録もつけましょう。
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７ 記録の振り返りと実効性の検証

• 記録をつけることが目的ではなく、記録した内容を「振り
返る」ことが重要なポイントです。

• 週に１回、月に１回など、定期的に記録内容を見直し、同
じような問題が繰り返しおこっている場合などは、衛生管
理の方法自体を見直しましょう。

　　※記録は１年間程度は保管してください。
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PDCAサイクル

１
衛生管理計画の作成

P：Plan

２
計画に基づく実施

D：Do

３
実施状況の記録

C：Check

38

４
衛生管理計画の見直し・

振り返り
A：Act



　普段は提出する必要はありませんが、営
業許可の更新申請時やクレーム・事故など
が発生した場合や保健所職員等が提出を求
めた場合には速やかに提出してください。

　保健所に衛生管理計画や、記録用紙を
提出しなければいけませんか？

39

よくある質問１



　繰り返しの指導に従わなかった場合、
改善命令・許可の取消・営業の禁停止にな
ると、３年以下の懲役、300万円以下の罰
金、法人については１億円以下の罰金とさ
れています。
　HACCP義務化がきちんとできていないと、
食中毒が起こりやすくなるので、食中毒時
の罰則が適応されます。

HACCP義務化に対応しなかった場合には
罰則はあるのでしょうか。
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よくある質問２



　高知県版ＨＡＣＣＰ認証制度とＨＡＣＣＰ
義務化は別のものです。
　高知県版ＨＡＣＣＰ認証を取得しなければ
ＨＡＣＣＰ義務化ができていないというわけ
ではありません。
　ＨＡＣＣＰ義務化は義務ですので、必ずし
ないといけませんが、高知県版HACCP認証
は、あくまで任意です。

　高知県では高知県版ＨＡＣＣＰという
認証制度がありますが、それを必ず取得
しなければいけないということですか？
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よくある質問３



２　漬物の衛生管理について

42



漬物等による食中毒事例について
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〈概要〉

• 老人ホームにおいて同一の給食業者が提供した

　「きゅうりのゆかり和え」を原因とする食中毒
　　　※原材料は同一のものを使用

〈患者数〉

　　・千葉県：患者数52名（うち死者5名）

　　・東京都：患者数32名（うち死者1名）

検出されたO157は同一のものであった。

千葉県・東京都でのO157食中毒（平成28年）

44



流水洗浄・スライス

ゆかりと
和える

冷蔵
保存

有症者発生施設

（塩もみ）
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流水洗浄

塩もみ冷蔵
保存

ゆかりと
和える

次亜塩素酸Na
40ppm　5分

スライス

流水洗浄
20~30分

有症者非発生施設①

消毒工程あり
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流水洗浄

冷蔵
保存

ゆかりと
和える

加熱
（沸騰水中3~5分）

スライス

流水冷却

有症者非発生施設②

加熱工程あり
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・他県で提供された、食事で同一の菌が検出
・原材料は同じもの
・作業工程により、発症していない施設がある

野菜や果物を流水で洗浄しても病原菌に汚染
されている可能性がある。
原材料が病原菌に汚染されていても適正な取り
扱い（消毒や加熱工程）で食中毒を防止できる。

事例のまとめ
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　浅漬を原因とする死亡者が出た食中毒事件が発生し
たことから、漬物の衛生規範が改正された。

　HACCP制度化に伴い、令和３年６月１日付けで廃
止となった。

漬物の衛生規範
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　浅漬は水分が多く、食塩（塩分）や糖類（糖分）
の濃度が低いために製造工程で細菌の増殖が起こり
やすい。

　漬物全般に当てはまることだが、漬物の中でも特
に浅漬けは注意が必要である。

　洗浄、殺菌、低温管理など、原料から製品までの
一貫した衛生管理を実施することが大切である。　

浅漬のリスク
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　　原料から製品までの一貫した衛生管理を実施すること。
　①原材料の品質の確認
　②全ての工程での低温管理（原材料・製造・保管）
　　特に製品は10℃以下で保管すること。
　③製造時
　　・飲用適の水での流水洗浄
　　・原材料の殺菌（塩素殺菌、加熱殺菌）
　　・次亜塩素酸ナトリウム溶液（100㎎/ℓで10分間又は
　　　200㎎/ℓで5分間）で殺菌後、すすぎ洗い
　　・75℃で1分間の加熱
　　・微生物による汚染、異物の混入の防止　

　

漬物の衛生管理のポイント

漬物全般に言えることだが、
特に浅漬は要注意
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薬剤濃度は商品によって、５％、６％、１２％などがある。
商品名（例）月星ブリーチC：花王プロフェッショナル・サービス(株)
　　　　　　　 ニューブリーチ：ライオンハイジーン(株)　　　　　　　　などがある。
商品の薬剤の表示を確認して頂くと、用途・使用方法に野菜・果物などの除菌の場合
など、希釈方法や希釈時間について、表示されている。
使用する野菜によっては、薬剤よりも煮沸消毒の方が向いている野菜もあるので、
試してみて下さい。

食品添加物の次亜塩素酸ナトリウムの希釈の仕方
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作製する
濃度

有効塩素濃度
（原液濃度）

次亜塩素酸
ナトリウム量

（使用する原液量）

使用する
水の量

浸け置き
する時間

100ppm
（0.01％）

６％ 33mL
20L

(20000mL)
10分間

１２％ 17mL
200ppm
（0.02%）

６％ 67mL
5分間

１２％ 33mL



① ゴーグル、使い捨て手袋を着用する。

② 換気をする。

③ 酸性洗剤と混ぜない。有毒ガスが発生し、危険である。

④ 材質への影響

　金属製品はサビたり、変色したりする。
　メラミン樹脂製品で作られた食器は黄ばみ、表面が劣化する。

⑤ 汚れの影響

　汚れがあると殺菌力が低下する。

⑥ 時間経過、日光、熱からの影響

　次亜塩素酸ナトリウムは空気、熱、光などに対して不安定。
　有効塩素が分解されて、殺菌力が低下する。

食品添加物の次亜塩素酸ナトリウムを使う時の注意点
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ご静聴ありがとうございました。
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